
尾張旭市監査公表第２６号 
令和３年１１月２９日付け尾張旭市監査公表第２３号をもって公表した定例監査結

果報告について、令和３年１１月３０日付け３消総第７９号で市長から措置を講じた

旨の通知がありましたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１

４項の規定により次のとおり公表します。 
令和３年１２月２７日 
 

尾張旭市監査委員 長谷川 博 樹      
 
 
                   尾張旭市監査委員 篠 田 一 彦      

 
 

消防本部消防総務課 

監 査 の 指 摘 事 項 措 置 状 況 
浄化槽維持管理委託業務報告書に収受

日付印が押印されていない。 

尾張旭市文書取扱規程第１３条第１項

により、報告書には収受日付印を押印す

る必要がある。 

課内において指摘事項に関する情報共

有をするとともに報告書の交付を受けた

ときは、速やかに収受日付印を押印する

よう周知した。 

 


